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。

　
な
お
、
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
場
合
に
は
、
ど
ん
な
方
で

も
介
護
の
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
の
で
役
場
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

介護保険で利用できる
通所リハビリテーション
（デイケア）サービスを
ご紹介します

介護保険で利用できる
通所リハビリテーション
（デイケア）サービスを
ご紹介します

1.どのようなときに利用できるか？
　・病院を退院し、継続したリハビリが必要な方や、
　家庭のお暮らしでリハビリが必要な方に、送迎・
　入浴・食事も含めたリハビリテーションを受けて、
　身体機能を維持・向上させたい。
2.費用の目安
　※利用される通所リハビリ施設の規模等により基
　本料金は若干増減しますが、おおむね下記の料金
　が自己負担となります。

3.利用時間の目安
　おおよそ９時30分～16時00分です。

経過的要介護・要介護１～５と介護認定を受
けた方が対象となる通所リハビリテーショ
ン（デイケア）サービス

利用回数

利用内容

認定区分

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

経過的要介護
(20年1月まで)

利用される方の身体状況や希望回数などを
勘案して決めることとなります。

通所リハビリ施設で、食事、入浴などの日常生活上の支
援や生活行為向上のためのリハビリを日帰りで行う。

１日あたり591円

　　〃　　688円

　　〃　　842円

　　〃　　995円

　　〃　1,149円

　　〃　1,303円

基本料金 加算料金 食事代金

 個別に入浴介助を
　行った場合
　1日あたり50円

 個別にリハビリテ
　ーション実施計画
　を作成した場合
　1日あたり20円

 個別に栄養改善の
　指導を行った場合
　1回あたり（月2回
　限度）100円

 個別に口腔機能の
　訓練を行った場合
　1回あたり（月2回
　限度）100円

通所介護

施設ごと

に定めた

食事代な

どを、自

己負担し

なければ

なりませ

ん。

問合せ先　洞爺湖町栄町63番地１（健康福祉センター内）洞爺湖町地域包括支援センター　　0142-76-4822

1.どのようなときに利用できるか？
　・病院を退院し、継続したリハビリが必要な方や、
　家庭のお暮らしでリハビリが必要な方に、送迎・
　入浴・食事も含めたリハビリテーションを受けて、
　身体機能を維持・向上させたい。
2.費用の目安

※選択サービスの実施状況は、通所リハビリ施設に
　より異なるため詳しくはお問い合わせください。
3.利用時間の目安　
　おおよそ９時30分～16時00分です。

内 容 要支援１ 要支援２

利用される方の身体状況

や希望回数などを勘案し

て決めることとなります。

通所リハビリ施設で、食事、
入浴などの日常生活上の
支援や生活行為向上のた
めのリハビリを日帰りで
行う。

 個別に運動機能の訓練
　を行った場合

 個別に栄養改善の指導
　を行った場合

 個別に口腔機能の訓練
　を行った場合

週１回程度

１月あたり
2,496円

１月あたり
4,880円

１月あたり
225円

100円

100円

100円

100円

１月あたり
225円

週２回程度

食事代等

利用回数

基本料金

加算料金

そ の 他
料 　 金

通所介護施設ごとに定め
た食事代などを、自己負
担しなければなりません。

要支援１・２と介護認定を受けた方が対象と
なる介護予防通所リハビリテーション（デイ
ケア）サービス


